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[訳者あとがき]より 
「ドイツ行刑法」の著者は，クラウス・ラウベンタール博士であるが，  

同氏は現在ヴュルツブルクの大学で刑法，刑事訴訟法及び刑事学を講じら  

れるほか，高等裁判所の裁判官を務める法律実務家でもある。ドイツ行刑  

法は，施行以来３０数年を経過したが，その間，１０数回に及ぶ改正が行  

われたほか，条文の解釈を巡って多くの裁判例が蓄積されている。本書は， 

著者の主張を前面に出すことが控えられ，これまでの裁判例を中心に教科  

書又は参考書として著述されたものであり，ドイツ行刑の現実を  

 

化がなされたとはいえ，今後は， 

の解釈運用について疑義が生じるこ  

とも少なくないと思われる。そして，  

権利自由にかかわる条項の解釈では，  

これまでの監獄法についてみられた  

ように，法は，基本的事項を定めた  

ものであり，規定の趣旨からみれば，  

ときに拡張的解釈も許されるという  

考え方は，許されないように思われ

る。この「ドイツ行刑法」が，その 

意味で幾分でも研究者及び実務家の  

参考になれば幸いである。  
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本書は、薬物乱用・依存者が、自らの薬物離脱について内省を深め，回復に

向けた動機付けを高めることを目的としたワークブックです。  

本書には薬物から離脱するために有効とされる理論や情報が盛り込まれて

おり、薬物乱用・依存者が独習できるほか、薬物乱用・依存者処遇にそれほど

精通していない指導者でも、薬物乱用・依存者やそのグループと一緒に読み進

めることで、ひと通りの処遇が展開できるよう構成されています。 

本書は全 12 章で構成されていま

すが、各章のはじめに「本章の目的」

を、章の終わりに「まとめ」の欄を

設けて、各章で習得すべき事項は何

か、何を学んだかを、読者に容易に

理解してもらえるようにしました。 

また、イラストや図表を多用し、

とかく文字情報だけでは興味を失っ

てしまいそうな読者にも、最後まで

読んでもらえるよう工夫しました。 
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